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令和７年度循環型農業機械導入仕様書 

 

 
 本仕様書は、循環型農業機械導入に関し雑草・雑木粉砕ユニットの条件を定めるものである。 

 

１．雑草・雑木ユニットの使用目的 

  本ユニットは、南城市内の荒廃農地や休耕地の開墾に使用する。 

 

２．業務名称 

  雑草・雑木粉砕ユニット購入業務 

 

３．納品期日 

  令和８年３月２４日（火）まで 

 

４．納入機械及び数量 

  （１）雑草・雑木粉砕ユニット（マルチャー）  １台 

  

５．納入場所 

  沖縄県南城市役所（南城市佐敷字新里１８７０） 

 

６．手続き書類成果品の提出 

 （１）受注者は、業務に着手するときは、次の書類を提出する。 

   ① 着手届 

   ② 工程表 

   ③ 課税（免税）事業者届出書 

 （２）次の提出図書を作成し提出しなければならない。 

   ① 機器等の維持管理に必要な図書（取扱説明書、機器リスト及びカタログ、緊急連絡先） 

   ② １台につき前面、背面、側面、その他よりカラー写真（デジカメ可）を撮り編綴提出する。 

 

７．ユニット形状 

  トラクターへの搭載が可能なユニットとする。 

 

８．粉砕部 

  石などに強い硬質のハンマーとし、地表以下にある雑草の残根処理も可能なものとする。 

   

９．保守点検および故障対応 

  県内にて保守点検が可能な機械とする。また、納入後、使用中に発生した故障、不具合などにつ
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いて即時対応できうるよう県内に営業所等を有し、的確に対応できる技術者を配置していること。 

 

１０．その他 

 （１）入札金額には納入に係る配送、設置、稼働テスト等の金額を含めること。 

 （２）使用開始時に必要な消耗品も含めること。 

 （３）その他、この仕様書に定めのない事項は発注者と受注者の協議により決定すること。 

 （４）１１．参考規格を参考に機能及び、規格等を満たした同等以上の物品を供給すること。同等

品を供給する場合は、事前に発注者へ承認を受けなければならない。 

 （５）試運転には、係員の立ち合いをもとめること。 

 

１１．参考規格 

各種機能 必要な性能 

作業幅 200cm 

全幅 226cm 

重量 802kg 

適応馬力 80～100PS 

最大処理径 18cm 

 


